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米トレーサビリティ法(米穀等の取弓1等に係る情報の記録及び産地情報の

伝達に関する法律)が、平成21年4月に公布されました。

具体的には、米・米力ロ工品に関わる全ての事業者が以下の取り組みを行う

ことを義務付けています。

食品の安全確保に努めて頂いている飲食業界の皆さまは、これからも安全で

安心できる食事の提供のために、米トレーサビリティ法を正しく知ることから

始めましょう。

お米の産地名が消費者の皆さまにわかるよう

産地情報のリレーが行われています。
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米トレーサビリティ法の目的
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北海彊で

収穫した

お米だよ!
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工取引記録の作成・保篠
(問題が発生した場合の流通ルートの速やかな

特定と回収)

孤産地情報の省置叢
(米・米加工品の産地情報を消費者まで伝達)

○生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動をわかる

ようにすることで、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定

でき、事業者の皆さまにとっても、コストをかけずに混乱や消費者の買い

控えを避けることができます。

国や道の行政機関では、各事業者の皆さまが米トレサ法を十分理解し、罰則等は
取引記録の作成・保存、消費者への産地情報の伝達が適正に行われて4ペ一ジ
いるか、直接店舗に出向いて検査をしています。

北海道米流通監視協議会(農林水産省北海道農政事務所・北海道)
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米トレーサビリティ法

仕入(譲受け)記録の作成・保存
米・米加工品を①取弓1、②事業所間の移動、③廃棄などを行った場合、その

記録を作成し、保存しなければなりません。(原則として3年間)

実際の取弓1で交わされる伝票類(帳簿も可)に以下の事項が記載されていれば、

その伝票類を保存することで義務を果たしたことになります。
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品名取弓1において通常用いている名称

産鞄「匡iR一勺産」「中国簾」、r北海道産」「●○県産」ねど

数量取弓1において通常用いている単位

年月日搬出入した月日(受発注日でも可能)

取引先名取弓1先の氏名又は名称

搬出入した場所一場所が特定できるような名称又は所在地

図お客様N・…777〈例1>納品書
〒■■■一■■■■

北海道札幌市●●区1条1丁目1-1

株式会社米レストラン駅前店様③数量
下記のとおり納品いたします。

④年月日

売上

納品書.平成26年4月20日

地産

鐸
響

NO

1

商品コード 商品名・規格

XYZOOO123 北海道産ななつぼし(5kg)

数量

10

単価

1,500

金額

15,000

①品名

⑤取引先名

農林米穀株式会社札幌支店
北海道札幌市●●区2条2丁目2

TELOI10-234-7890FAXOIlO-234-8901

薪 ⑥搬入場所

・納品書等に

Oのような

記載項自揮

記λされτ

いたら、こ

れらを3年

間保存する

だけです。

〈例2>

米〃ズみラン蕨腕院亥様
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米トレーサビリティ法

消費者への産地情報の伝達方法
飲食店で消費者に米飯類を提供する場合は、取弓1先(入荷先)の業者から伝達された

お米の産地情報に基づいて、消費者へ産地情報を伝達しなければなりません。

具体的な産地情報の伝達方法は、④店内に産地を記載したポップを掲示.②メ=ユー

に産地名を記載、③入ロの看板に産地名を記入一など、消費者に産地名がわかるように
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②たユー表に碗を記講　
____。_1

産地名は、仕入先から伝達された産地情報に

基づき、「国内産」「中国産」などの国名、

者随府県名・又は市盟慧盤麟紮凝

飲食店では、消費者へ提供する「米飯類」

のみ、産地情報の伝達が必要となります。

また、冷凍加工米飯を加熱・調理し、提供

する場合も産地伝達の対象となります。
一一_____一一一戯

MENU
日替わりAランチ650円

日替わりBランチ700円

カレーライス

しお焼きそば

豚汁定食

しょうが焼定食

当店のお米は全て

北海道産です
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仕λ先から伝達されたお米の産地情報に
もとついτ、消費者の皆さ春に

様々な方法で産地情朝を

③店舗入口看板に産地を記入伝達するOこ個5き3す・
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米トレーサビリティ法

& A

O御対象になる米勅鴫1まどのようなも嚇りま姻
A

対象品目は以下のとおりです。

■米飯類・もち・だんご・米菓、清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん

■米穀(玄米、精米など)

■米粉や米こうじ等の中間原料

上記品目の生産者を含め、販売、輸入、加工、製造、提供を行う全ての

事業者が制度の対象となります。

髄
脅
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スーパーで購入した精米のレシートに産地が記載されていない

場合は自ら記録する必要があるのですか?

A

手書きで追記するなどして購入記録を作成する必要があります。

O罰職はあるので姻

ア　ぜ　

飲食店において事業として使用する場合は入荷の記録の作成・保存が必要です。'(ζ〆〆＼・

　　　欝疑響糊
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生産者から小売業者、飲食業者に至る流通経路全体でのトレーサビリティ確保のため、
A 伝票等の記録を保存していなかった場合は、50万円以下の罰金が適用になります。

また、一般消費者への産地情報伝達に義務違反があった場合には、勧告・命令を行い、

それに従わなかった場合には、50万円以下の罰金が適用になります。

△難一卿テ御こは繊擬があ葬)ます》》》
○取引記録の虚偽記載→50万円以下の罰金

○取弓1記録の不保持→50万円以下の罰金

○産地情報の虚偽伝達→50万円以下の罰金

91立入検査の拒否一一50万円以下の罰金

★一般消費者へ虚偽の伝達をした、または

伝達をしていなかった→勧告(公表)、命令、罰則

米トレサ法に関する問合せ先(北海道米流通監視協議会構成行政機関)

■農林水産省北海道農政事務所消費・安全部流通監視課

〒064-0922札幌市中央区南22条西6丁目2-一一22
TELO11-330-8815

■北海道農政部生産振興局農産振興課水田グループ
〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

TELO11-204-5982

匹トレ彊題
ノ、

2014・.4
リサイクル適性⑧
この印刷物は、印刷用の紙ヘ

リサイクルできます、
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田んぼからここまでの

長いリレー。

あなたが

アンカーなんです。

当店のお米は 産です。
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お米やその加工品の流通には・取引記s乗の作成'保存と産地翻の伝翻去律礒鮒けられています・1米トレサ・b

農林水産省


